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（通則） 

第 1 条 公益財団法人福岡県産業・科学技術振興財団有機 EL 分野参入促進支援補助金（以

下「補助金」という。）の取扱いについては、この要綱の定めるところによる。 

 

（交付の目的） 

第 2 条 この補助金は、福岡県内に事業所を持ち、有機 EL 分野への参入又は有機 EL 分

野における事業拡大を目指す企業の製品開発、販路開拓等に対する補助を行うこと

による福岡県における有機 EL 関連産業の振興を目的とする。 

 

（交付の対象） 

第 3 条 公益財団法人福岡県産業・科学技術振興財団（以下「財団」という。）は、前条の

目的を達成するために行う事業（以下「補助事業」という。）を実施するもの（以下

「補助事業者」という。）に対し、補助金交付の対象として財団が認める経費（以下

「補助対象経費」という。）について、1 /2 以内の補助率を乗じた額で補助金を交付

する。 

 2   補助対象経費の費目は設備備品費、人件費、消耗品費、旅費、諸謝金、借損料、委

託費、産業財産権等取得経費、展示会出展等経費及びその他の経費とする。 

 3   次の各号に掲げる経費は補助対象経費として認められない。 

  一 補助事業の実施に必要のない経費 

  二 収支に関する証拠書類が欠けている経費 

  三 交付決定通知日前に発生した経費 

四 補助金の交付の決定をした会計年度の 2 月 28 日又は補助事業が完了した日のい

ずれか早い方の日の後に支払額が確定した経費 

五 実績報告書の提出日の後に支払った経費 

  六 汎用性の高い事務用品及び機械等の購入費並びに販売を目的とした商品の原材料

費等 

  七 本事業に直接従事する者の製品開発業務及び販路開拓業務に係る時間に対応する

人件費以外の人件費 



八 特別車両料金、ビジネスクラス等の運賃、自家用車等のガソリン代及びタクシー代

等 

九 補助事業者が定める規程等に則っていない又は社会通念上の常識的な金額の範囲

内でない諸謝金 

十 財団への委託費 

十一 食糧費及び振込手数料 

十二 消費税及び地方消費税に係る経費（旅費等の内税を含む。） 

十三 その他、財団が不適当とみなす経費 

 

（交付の申請） 

第 4 条 補助金の交付の申請をしようとするときは、別に定める期日までに、補助金交付

申請書（様式 1）を提出しなければならない。 

 

（交付の決定） 

第 5 条 財団は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、審査の上、補

助金を交付すべきものと認めたものについて、交付の決定を行い、補助金の交付を受

けようとする者に通知するものとする｡ 

2   財団は、第 1 項の交付の決定に際して、必要な条件を附すことができる。 

 

（申請の取下げ） 

第 6 条 前条第 1 項の通知を受けた者は、交付決定の内容又はこれに附された条件に対し

て不服があることにより、補助金交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知

の日から起算して 15 日以内に交付申請取下げの届出を行わなければならない。 

 

（経費の効率的使用等） 

第 7 条 補助事業者は、補助事業を遂行するために契約を締結し、また支払いを行う場合

には、公正かつ最小の費用で最大の効果をあげ得るように経費の効率的使用に努め

なければならない。 

 

（補助事業の変更） 

第 8 条 補助事業者が、補助事業の内容及び経費の配分の変更をしようとするときは、あ

らかじめ変更承認申請を行い、その承認を受けなければならない。ただし、補助事業

の目的を変えずに、次に掲げる軽微な変更を行う場合についてはこの限りではない。 

一 補助金の交付決定額に影響を及ぼすことなく、その変更が補助目的の達成をより  

効率的にする場合 

二 補助金の交付決定額に影響を及ぼすことなく、補助対象経費の費目の額を、交付決



定額の総額の 30%以内で増減する場合 

2  財団は、前項の承認をする場合において必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は

条件を附すことができる。 

 

（補助事業の中止又は廃止） 

第 9 条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、中止承認申請又は

廃止承認申請を行い、その承認を受けなければならない。 

 

（事業遅延の届出） 

第 10 条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる 

場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその旨を届け出

た上で、その指示を受けなければならない。 

 

（状況報告及び調査） 

第 11 条 補助事業者は、補助事業の進行状況及び経費の支出状況について財団の要求があ

ったときは、速やかに要求に応じて必要な書類等を提出することとし、また、財団は、

その状況を調査することができる。 

 

（実績報告書） 

第 12 条 補助事業者は、補助事業が完了した場合又は廃止の承認があった場合には、補助

事業が完了した日若しくは廃止の承認があった日から 1 か月を経過した日又は補助

金の交付の決定をした会計年度の 3 月 10 日のいずれか早い日までに、補助事業が

補助金の交付の決定をした会計年度の 2 月 28 日までに終了しなかった場合には、

補助金の交付の決定をした会計年度の 3 月 10 日までに、実績報告書（様式 2）を提

出しなければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第 13 条 財団は、前条の規定による実績報告書の提出を受けた場合において、その実績報

告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の実施結果が補助金

の交付の決定の内容（第 8 条に基づく承認をした場合は、その承認された内容）及

びこれに附した条件に適合すると認めたときは、実際に補助事業に要した経費のう

ち補助対象経費の額に 1 /2 を乗じた額又は補助金の交付決定額（変更されたときは、

変更後の額とする。）のいずれか低い額を交付すべき補助金の額として確定し、補助

事業者に通知するものとする。 

2   財団は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額

を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる



ものとする。 

3   前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から 20 日以内とし、期限内に

納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利

2.8％の割合で計算した延滞金を徴するものとする。 

 

（補助金の請求） 

第 14 条 補助事業者は額の確定後、別に定める期日までに、精算交付請求書（様式３）を

提出し、補助金の交付を請求しなければならない。 

 2  財団は前項の請求のあった日の翌月の末日を期限として補助金の交付を行う。 

 3  精算交付により難い特段の事情があると財団が認める場合には、補助事業者は概算

での交付を求めることができる。 

 

（交付決定の取消等） 

第 15 条 財団は、第 9 条の補助事業の中止又は廃止の申請があった場合又は次の各号の

一に該当する場合には、第 5  条の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は

変更することができる。 

一 補助事業者が、本要綱、補助金の交付の決定の内容又は本要綱に基づく財団の処分

若しくは指示に違反した場合 

二 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合 

三 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、虚偽、その他不適当な行為をした場 

合 

四 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必

要がなくなった場合 

2   財団は、前項の規定により取り消しを行った場合には、交付した補助金の全部又は

一部の返還を命ずるものとする。 

3   第 13 条第 3 項の規定は、前項に基づく補助金の返還を命ずる場合において準用

する。 

 

（財産の管理等） 

第 16 条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財 

産等」という。）については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意を

もって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。 

2   財団は、補助事業者が取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると

見込まれるときは、その収入の全部又は一部に相当する金額を財団に納付させるこ

とができる。 

 



（財産処分の制限） 

第 17 条 取得財産等のうち補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第 13 

条第 1 号から第 4 号までに掲げられるものについては、処分を制限する。この場合

において、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第 13 条第 4 号

中「機械及び重要な器具で、各省各庁の長が定めるもの」とあるのは「取得価格又

は効用の増加価格が 1 個又は 1 組 50 万円以上の機械及び重要な器具」と読み替え

るものとする。 

2    財産の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定め

られる耐用年数に相当する期間とする。 

3    補助事業者は、前項により定められた期間中において、処分を制限された取得財

産等を交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しよ

うとするときは、あらかじめその承認を受けなければならない。 

4    前条第 2 項の規定は、前項の承認をする場合に準用する。 

 

（事業化報告及び収益納付） 

第 18 条 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から 5 年間、8

月末までに、補助金に係る事業化及び収益状況について、財団に報告しなければなら

ない。 

2    財団は、前項の報告により、補助事業者が補助事業を実施したことにより相当の

収益が発生したと認められたときには、補助金の交付の目的に反しない場合に限り、

交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を財団に納付させることができる。 

 

（収益納付額及び納付期間） 

第 19 条 補助事業者の収益納付額は、交付された補助金の額を上限とし、その納付期間は、

補助事業の完了した日の属する会計年度及びその翌年度から 5 年間、又は第 16 条

から第 18 条までに基づいて納付した額の累計が交付された補助金の額に達するま

でのいずれか早い方とする。 

2   補助事業者が補助事業を実施したことにより得た収益については、以下の算出方

法に基づいて納付額を決定する。 

   

  納付額＝｛当該年度収益額（注１）－控除額（注２）｝×補助金確定額（注３） 

      ÷補助対象経費（注３） 

  （注１）補助事業を実施したことによる収益 

  （注２）控除額＝（補助対象経費－補助金確定額）÷５ 

  （注３）額の確定時に通知する金額 

 



（補助金の経理） 

第 20 条 補助事業者は、補助事業の経理について、補助事業以外の経理と明確に区分し、 

その収支の状況を帳簿によって明らかにしておくとともに、当該帳簿及び収支に関

する証拠書類を補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後 5 年間保存してお

かなければならない。 

 

（その他） 

第 21 条 この要綱に定めるもののほか、補助金の取扱いに関し必要な事項は、その都度別 

に定めるものとする。 

 

附 則 

この要綱は平成 29 年 5 月 25 日から施行する。 


